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NPO たより 
   

★★後期高齢者健診ＯＣＲ用紙の記入について★★ 
  

令和２年４月１日より、厚生労働省の制度の見直しにより、後期高齢者健診の問診票が、 

フレイル、ロコモティブシンドロームに特化した１５項目に変更になりました。 

  つきましては、以下の内容をご確認いただき、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

①  診察での医師の判定 （異常なし・要観察・要指導・要医療・治療中）は、必ずいずれ 

か一点を択一でマークしていただきますようにお願いいたします。 

マークが未記入の場合は、後期高齢者の問診票が変更になった事から、服薬状況が把握出 

来なくなり自動判定が出来なくなった為、お問い合わせをさせていただきます。 

 
 
なお、血液検査結果も含めて、総合的な判断のうえ判定される医療機関様につきまし 

ては、健診当日はＯＣＲ用紙を提出せず、血液分析センターからの結果を確認後、判定 

欄にマークしてから、ご提出いただきますようにお願いします。 
 
    

 ※ 診察での医師の判定 につきましては、平成３１年度まではマークが未記入であって 

も、服薬状況、及び血液検査結果による受診勧奨項目の有無で、ＮＰＯあいちのシステム 

で自動判定をしておりましたが、令和２年度からの後期高齢者健診問診票には、服薬に関 

する項目がなく服薬状況が把握できない為、自動判定で健診結果表の医師判定欄に印字す 

る事が出来なくなりました。 
 

 

 

② 後期高齢者健診の方は１５項目の後期高齢者問診票に、特定健診の方は２２項目の特定 

健診問診票に記入し、両方の問診に記入しないようにお願いいたします。 

 
 
昨年度までのＯＣＲ用紙は、後期高齢者健診に使用できませんので、破棄していただき、 

新しいＯＣＲ用紙をご使用いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

特定健診 ご担当者
様 

こちらの箇所です。 
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